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奈良県立民俗博物館あり方検討業務委託仕様書  Ⅰ 総則 １．適用範囲   本仕様書は、奈良県（以下「甲」という。）が委託事業者（以下「乙」という。）に委託して実施する奈良県立民俗博物館あり方検討業務委託（以下「本業務」という。）について必要な事項を示したものである。  ２．業務目的   平成２８年度に策定した「奈良県文化振興大綱」における本県の文化振興施策に関する考え方に基づき、奈良県立民俗博物館（以下「民俗博物館」という）がより効果的に機能を発揮するためのあり方の方針及び基本計画を策定する。  ３．納期及び納入場所 本業務の納期及び納入場所は次のとおりとする。 （１）納  期  平成３０年３月２６日 （２）納入場所  奈良県地域振興部文化資源活用課  ４．著作権の帰属 この契約により作成される成果物の著作権等の取り扱いは、以下に定めるところによる。 （１）成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、発注者である甲に無償で譲渡するものとする。 （２）甲は、著作権法第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする。 （３）乙は、甲の事前の同意を得なければ、著作権法第18条及び第19条を行使することができないものとする。  ５．提出書類 乙は、本業務受託決定後、業務実施にあたって、民俗博物館がより効果的に機能を発揮するためのあり方の方針及び基本計画の策定に向けた体制、役割分担、作業内容、作業工程等を示した業務実施計画書を作成し、甲の承認を得るものとする。また、策定に向けた事務処理体制の確保等、適切な準備を行うこと。  ６．貸与資料 甲が保有する行政資料について、業務遂行上必要であれば乙に貸与するものとする。乙は甲の指示に従い、借用書を甲に提出のうえ資料の貸与を受けるものとし、本業務の完了後は、速やかに借用した資料を甲に返却しなければならない。  ７．成果品の検査・納品 本業務の成果品については、甲の検査を受けた後、納品するものとする。  
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８．秘密の遵守等 乙は、本業務実施中に生じる全ての成果品を、甲の許可なく他に公表及び貸与してはならない。また、本業務中に知り得た事項を他に漏らしてはならない。甲より貸与された資料及び成果品については、乙は破損、紛失のないように取り扱いに十分注意するものとする。  Ⅱ 業務内容 ９．奈良県立民俗博物館の概要 （１）用語の定義       民俗博物館は、以下の施設を総称したものとする。 ① 博物館本館 ② 古民家 ③ 収蔵品倉庫  （２）立地        民俗博物館は、里山、梅林、しょうぶ園、多目的広場、駐車場から成る大和民俗公園と称する 都市公園（２６．６ha）に立地。昭和４９年１１月１０日に設置。  （３）施設（建物）の種類     民俗博物館は、以下の施設から成る。 ① 博物館本館           建築面積（4,642㎡）延床面積（6,354㎡）鉄筋コンクリート造 地下１階、地上２階 ② 古民家           江戸時代の大和の代表的な古民家１５棟を公開展示（詳細は別紙１参照） ③ 収蔵品倉庫           仮設プレハブ収蔵庫２棟  １０．業務概要 （１）はじめに   これまで、大和民俗公園は、県土マネジメント部、民俗博物館については、地域振興部が所管していたが、これを一体的にあり方について検討を進めていくとの方針が平成２８年度に決まった。これを契機に、より効果的に機能を発揮する民俗博物館のあり方の方針案を策定する。なお、当該方針案については、県土マネジメント部が平成２８年度までに策定した「大和民俗公園の利活用基本計画」を踏まえると共に、同計画と連携を図り、同計画を部分修正して当計画を組み込むことを前提として策定し、組み込む作業についても当委託業務に含むものとする。  （２）本業務の概要は次のとおりである。 ① 課題の整理 ② 奈良県文化振興大綱、大和民俗公園基本計画等の関連計画、博物館法、都市公園法等の関連法との整合性、関係性の整理 ③ 現状の確認、及び課題解決の方向性（案）の作成 ④ 県民ニーズ調査の実施 
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⑤ 類似施設、関係団体への現状調査（ヒアリング）の実施 ⑥ 今後の方針（案）の策定 ⑦ 県土マネジメント部策定の大和民俗公園の利活用基本計画への反映 ⑧ 取りまとめ ⑨ 打合せ協議  １１．課題の整理及び課題を踏まえた業務内容  （１）課題の整理    ア ハード面（施設面）に関する項目    ①博物館本館に関すること    ②古民家に関すること     ③収蔵品と、その収蔵に関すること     イ ソフト面（運営面）に関する項目 ① 大和民俗公園との一体管理に伴う運営方針の策定に関すること ② ①の目的達成のために必要な組織体制、技術系職員配置に関すること ③ 民間活力を活かした事業手法の検討と入館料の料金設定に関すること ④ 社会状況、他の美術館、博物館等の文化振興関連施設との連携等、外部要因に関すること   （２）課題を踏まえた業務内容    ア 奈良県文化振興大綱、大和民俗公園基本計画等の関連計画、博物館法、都市公園法等の関連法 との整合性、関係性の整理     イ 現状の確認、及び課題解決の方向性（案）の作成      前記の課題項目毎にその内容を整理する。 ① 上記（１）ア①及びイ①② 民俗博物館のあり方に関する検討について           大和民俗公園の整備と併せた民俗博物館の機能や形態の他、美術館、博物館等の県内文化振興関連施設との役割分担や連携、歴史文化資源の保存・継承・展示の機能を適切に果たしていくために必要な整備や手法などを分析し、①新館建設・現館リニューアル（公園便益施設としての活用含む）、②他の施設との統廃合や集約化、③廃止にまで踏み込んだ民俗博物館のあり方に関する検討を、概算費用の積算を含めて行う。 ② 上記（１）ア② 古民家に関すること            古民家の適切な展示環境を維持するために、今後必要となる修繕費見込額の算出と年次計画を立案する。 ③ 上記（１）ア③ 収蔵品と、その収蔵に関すること            博物館法に基づく民俗博物館の展示や収蔵品（詳細は別紙２のとおり）に関する課題を整理し、適切な管理及び展示のあり方について検討する。 ④ 上記（１）イ③ 民間活力を活かした事業手法の検討と入館料の料金設定に関すること            今後の維持管理や運営等について、民間の活力導入による低廉かつ良好なサービスの提供や高い集客力を確保する仕組みの構築などの可能性を検討する。併せて、集客予測や経済波及効果並びに社会的な影響（民俗博物館が地域に与える影響や効果）の分析などを実施する。 
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⑤ 上記（１）イ④ 社会状況、他の美術館、博物館等の文化振興関連施設との連携等、外部要因に関すること            開館後４２年を経た社会情勢の変化や博物館が提供するサービスの変化などについて調査して取りまとめ、これを分析し、奈良県が整備すべき民俗博物館のミッション（使命）、テーマ、求められるべき機能に関する検討を行う。     ウ 県民ニーズ調査の実施      イについて検証するため、学校教育機関、観光協会、商工会、社会福祉協議会、老人クラブ、自治会等の関係団体（40 団体程度）を対象としたアンケート調査（A4 4 枚程度）を実施する。     エ 類似施設、関係団体への現状調査（ヒアリング）の実施      イについて検証するため、他府県も含め、施設の見直しを行った類似施設、団体（２カ所程度）に対する調査（ヒアリング）を実施する。     オ 今後の方針（案）の策定      アからエを踏まえて標記（案）を策定する。必須の記載内容項目は以下のとおり。      ①今後の方針概要           ②具体の方針・計画内容            上記（１）ア①～③、イ①～④の課題項目毎に記載すること           ③②を実施するために必要な経費の積算           必要に応じて、上記①～③を複数組提示する案としても良い。           また、必要に応じて上記（１）ア①～③、イ①～④の課題項目を追加しても良い。      カ 県土マネジメント部策定の大和民俗公園の利活用基本計画への反映           県土マネジメント部が実施する大和民俗公園の利活用基本計画部分修正作業打ち合わせにも適宜参加し、一体化の作業を行うものとする。  （３）その他       上記（１）から（２）の業務内容に明記していない事項であっても、目的を達成するために効果的な取組であると認められるものは、委託料上限の範囲内で追加提案することは可能とする。 また、業務を行うにあたり生じた疑義等については、速やかに甲と協議を行い、甲が指示するものとする。  １２．とりまとめ 本業務の作業内容を成果品としてとりまとめることとする。  １３．打合せ協議 本業務を遂行するにあたり甲と乙は協議を実施する。なお、乙は打合せ協議簿を作成し、甲の承認を受けた上で提出するものとする。  Ⅲ 成果品 
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１４．成果品の作成及び提出 本業務における成果品及び提出期限等は次のとおりとする。なお、各提出期限日には、紙媒体１０部、電子媒体（ＤＶＤ）を納品するものとする。 （１）中間報告（提出期限日：平成２９年８月３１日（木）） （２）今後のあり方の方針（案）（提出期限日：平成２９年９月２９日（金）） （３）大和民俗公園の利活用基本計画（提出期限日：平成２９年１１月３０日（木）） （４）最終報告書（概要版・詳細版）（提出期限日：平成３０年３月２６日（月））  Ⅳ その他の事項 １５．公契約条例に関する遵守事項    本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。 （１）奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を 適正に履行すること。 （２）本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。   ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第３条に規定 する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額し て適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第11条に規定する賃金をいう。以下同 じ。）の支払を行うこと。   イ 健康保険法第48条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継続被保険者を 除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。   ウ 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者（同条に規定する70歳以上の使用される者を含 む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。     エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による届出を行うこ と。   オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行うこと。 （３）本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用す る労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守する よう指導すること。  



別紙１番号 種別 建物名称（棟名） 文化財 階数 延面積 完成年度1 旧 臼井家（便所棟を含む） 国重文 1 128.73 （S51）2 旧 臼井家　蔵 国重文 2 36.48 （S51）3 旧 鹿沼家 県指定 2 150.70 （S53）4 旧 吉川家 県指定 1 108.88 （S50）5 旧 萩原家 県指定 1 98.83 （S52）6 旧 赤土家 1 34.43 （S52）7 旧 西川家 土蔵 1 23.48 （H5）8 旧 木村家 県指定 1 84.14 （S57）9 旧 木村家 納屋 県指定 1 19.68 （S57）10 旧 前防家 県指定 2 171.96 （H２）11 旧 前防家 渡廊下 県指定 2 63.80 （H２）12 旧 前防家 離座敷 県指定 2 68.51 （H２）13 旧 岩本家 国重文 1 163.44 （S55）14 旧 松井家 県指定 1 97.56 （S61）15 旧 八重川家 県指定 1 113.35 （H3）

民俗博物館　古民家

宇陀東山

町屋
国中

吉野



別紙２　収蔵品

民俗資料主要分類（民俗資料区分）民俗資料主要分類（民俗資料区分）民俗資料主要分類（民俗資料区分）民俗資料主要分類（民俗資料区分）１　衣・食・住 8,413 Ａ　服飾 2,423 (A)服物 1,539(B)結髪・化粧用具 498 分類細目と点数（DA）分類細目と点数（DA）分類細目と点数（DA）分類細目と点数（DA）(C)裁縫・洗濯用具 386 DADADADA あ【鍬のいろいろ】あ【鍬のいろいろ】あ【鍬のいろいろ】あ【鍬のいろいろ】Ｂ　食事 3,116 (A)食料 39 （登録） 点数(B)貯蔵用具 315 D．農耕 A．耕作用具 あ ① ヒラグワ 平鍬、ひらぐわ、ヘラグワ、等 85(C)炊事用具 601 あ ② フログワ 風呂鍬 2(D)調理・調製具 310 あ ③ スキグワ スキ鍬 2(E)保存・加工用具 42 あ ③ ホログワ ホロ鍬 6(F)醸造製造用具 148 あ ④ チュウグワ 中鍬 7(G)嗜好品用具 537 あ ⑤ オオグワ 大鍬、オグワ、等 13(H)食品 5 あ ⑥ オオヒラグワ オオヒラグワ (1)(I)飲食器 1,062 あ ⑦ フロオオグワ フロオオグワ 1(J)その他 57 あ ⑧ オワリグワ 尾張ぐわ、オワリグワ、等 7Ｃ　住居  2,874 (A)屋敷構え 0 あ ⑧ カイコングワ 開墾グワ 1(B)住居 236 あ ⑨ テカシクワ 手カシ鍬 1(C)附属建物  137 あ ⑩ タウチクマデ 田打クマデ 1(D)家具調度 1,894 あ ⑪ オオクマデ 大クマデ 1(E)寝具 324 あ ⑫ タグワ 田グワ、タグワ、タグヮ 1(F)建築習俗用具 129 あ ⑬ タチグワ タチグワ 1(G)防護用具 129 あ ⑭ サンボングワ 鍬（三本鍬）、三本グワ、等 74(H)その他 25 あ ⑮ サンボンコ サンボンコ（三つ鍬） 1２　生産・生業 12,368 Ｄ　農耕 3,290 (A)農耕用具 1,024 あ ⑯ キグワ キグワ、きぐわ 2(B)管理道具 728 あ ⑰ コグワ コグワ、小ぐわ 2(C)収穫調製用具 1,226 あ ⑱ クワ 鍬（畑用）、鍬（アゼヌリ）、等 122(D)農耕儀礼 90 あ ⑲ タカジグワ タカジグワ 23(E)その他 222 あ ⑳ タカジ タカジ　草取り 1 Ｅ　山樵 865 (A)山図面・文書 1 あ ㉑ タカジキ 田カジキ 4(B)炭焼かま 1 あ ㉒ タカジクマデ 田カジ熊手 2(C)山樵用具 584 あ ㉓ タカジビッチュウ （たかじびっちゅう）三本グワ 1(D)搬出用具 12 あ ㉔ イモジノサンボンアシ いもじの三本あし 2(E)儀礼用具 260 あ ㉕ クマデ 熊手 3(F)その他 7 あ ㉖ タカジリグワ 田カジリ鍬 2Ｆ　漁撈 297 (A)漁場 0 あ ㉗ カジグワ カジ鍬 1(B)漁撈用具 118 あ ㉘ カナクワ 金鍬 2(C)網道具 68 あ ㉙ コケオトシグワ コケオトシ鍬 1(D)網糸・網針 13 あ ㉚ イモジグワ イモジ鍬、 36(E)その他 98 あ ㉛ カブキリ カブキリ 12Ｇ　狩猟 37 (A)狩り場 0 あ ㉜ カブキリグワ 株切り鍬 6(B)狩猟用具 35 あ ㉝ ツチカケ ツチカケ 1(C)処理用具 1 あ ㉞ ツチキリ 土切り 1(D)儀礼用具 0 あ ㉟ ツチケズリ 土ケズリ 25(E)その他 1 あ ㊱ ツチサシ 土サシ 1Ｈ　養蚕 239 (A)飼育用具 230 あ ㊲ ナベビッチュウ ナベビッチュー、ナベ備中等 2(B)収穫・処理用具 8 あ ㊳ ビッチュウグワ ビッチュウ、備中ぐわ、等 13(C)儀礼用具 0 あ ㊴ マンノウグワ マンノウ鍬 1(D)その他 1 あ ㊵ モミノツチイレ モミの土入れ 1Ｉ　畜産 269 (A)飼養用具 269 あ ㊶ ヨンホングワ 四本グワ 1(B)その他 0 計 472Ｊ　染織 2,851 (A)繊維各 172 DADADADA い【耕起用具】い【耕起用具】い【耕起用具】い【耕起用具】(B)製糸用具 729 登録 小計(C)機織り 1,455 D．農耕 A．耕作用具 い ① スキ 鋤、スキ、すき、等 60(D)染料 24 い ② テコスキ テコスキ 2(E)染織用具 471 い ③ スコップ スコップ 2(F)その他 0 い ④ カラスキ からすき、犂、唐鋤、等 141Ｋ　手工・ 2,473 (A)原料処理用具 19 い ⑤ タスキ 田スキ 1製造 (B)細工・製造 2,454 い ⑥ オオカラスキ 大からすき 2 Ｌ　諸職  2,047 (A)組合帳箱 0 い ⑦ タロウカラスキ 太良生からすき 2(B)諸職用具 2,047 い ⑧ オヤコカラスキ オヤコカラスキ 13　交通・ 1,816 Ｍ　交通・ 1,816 (A)交通・運搬施設 5 い ⑨ ニダンカラスキ 二段からすき（高北式） 3運輸・通信 運輸・通信 (B)運搬具 536 い ⑩ ニダンコウ ニダンコウ 1(C)車・舟・橇類 123 い ⑪ ヘカ ヘカ 1(D)交通旅行用具 153 い ⑫ バイドキ 培土機、ばいどき 1(E)通信施設・用具 359 い ⑬ カルチベーター カルチペーター 2(F)その他 640 い ⑭ ジンリキバイドキ 人力培土機 1４　交易 1,853 Ｎ　交易 1,853 (A)交易施設 0 い ⑮ チクリョクハザアゲキ 畜力ハザアゲ機（畝たて機） 1(B)商業用具 340 い ⑯ ウネタテ うね立 1(C)計算・計量具 500 い ⑰ コウウンキ 耕耘機 1(D)鑑札看板・広告類 140 い ⑱ ジンリキマグワ 人力万グワ 1(E)証文・手形・藩札 773 い ⑲ スイデンマグワ 水田馬鍬 1(F)印章・絵符類 33 い ⑳ マグワ 万鍬、馬鍬、耙、マンガ、等 107(G)その他 67 い ㉑ カイグワ カイグワ（カイガ） 1５　社会生活 1,730 Ｏ　社会生活 1,730 (A)共同施設 3 登録 小計(B)共有道具 67 い ㉒ イタマンガ 板マンガ 2(C)防災・避難用具 118 い ㉓ シロカキ シロカキ、しろかき、等 4(D)警防・刑罰用具 4 い ㉔ シロカキボウ シロカキボウ 1(E)家印・印判類 35 い ㉕ ゾウセツマグワ 増設マンガ 1(F)贈答社交用具 808 い ㉖ カブキリマンガ 株切馬鍬 1(G)その他 695 い ㉗ チクリョクヨウカブキリキ 畜力用株切機 1６　信仰 2,383 Ｐ　信仰 2,383 (A)聖地・祠堂 26 い ㉘ カブキリ 株キリ 1(B)神体・偶像 103 い ㉙ サイドキ 砕土機 14(C)神事・法会用具 369 い ㉚ ツチクダキキ 土クダキ機 2(D)神札・護符類 529 い ㉛ カママンガ カママンガァ 1(E)奉納・祈願品類 914 い ㉜ ツチクダキ 土クダキ、土砕き、等 17(F)縁起物類  22 い ㉝ ツチタタキ 土タタキ、ツチタタキ、等 10(G)信仰関係服装用具 378 い ㉞ ツチワリ 土割り 1(H)憑霊関係用具 1 い ㉟ ツチナラシ 土ナラシ、土ならし、等 3(I)その他 41 い ㊱ ツチナラシキ 土ならし器 1７　民俗知識 3,991 Ｑ　民俗知識 3,991 (A)教育施設用具 3,564 い ㊲ ナラシ ナラシ 5(B)医療衛生施設 70 い ㊳ ナラシ（ナエドコヨウ） ナラシ（苗床用） 3(C)薬品医療・保健具 226 い ㊴ ナラシイタ ナラシ板 4(D)卜占まじない用具 3 い ㊵ ナラシボウ ナラシ棒 3(E)暦時計用具 101 い ㊶ エブリ エブリ 3(F)規矩・準縄類 12 計 411(G)計算計量具 0 DADADADA う【播種･田植用具】う【播種･田植用具】う【播種･田植用具】う【播種･田植用具】(H)その他 15 資料名 登録 小計８  民俗芸能･ 1,135 Ｒ  民俗芸能･娯楽･遊戯1,135 (A)芸能・娯楽施設 3 D．農耕 A．耕作用具 う ① タネツボ 種ツボ 2娯楽･遊戯 (B)衣装・道具類 69 う ② タネモミツボ 種もみつぼ、種籾壺、等 3(C)楽器類 646 う ③ タネブクロ 種袋 1(D)仮面・仮装類 0 う ④ ボテコ ボテコ、ﾊﾘﾎﾞﾃ､ﾊﾘｯｺ、等 10(E)人形  21 う ⑤ マメイレ 豆入れ 1(F)雑芸用具 32 う ⑥ モミマキヨウハコ モミマキ用箱 1(G)競技用具 4 う ⑦ オケ 桶、オケ 2(H)娯楽遊戯具玩具 183 う ⑧ モミオサエ モミ押さえ 1(I)その他 177 う ⑨ カゴ 籠、かご、篭、カゴ 7９　人の一生 275 Ｓ　人の一生 275 (A)産育等施設 0 う ⑩ サラカゴ サラカゴ、皿かご、等 5(B)妊娠・出産 1 う ⑪ ザル ザル、笊 3(C)生児儀礼用具 17 う ⑫ ナエカゴ ナエカゴ、苗かご、苗籠 3(D)育児用具 26 う ⑬ ナエトリカゴ 苗取り器 1(E)七五三・成人祝い用具 7 う ⑭ ナエハコビカゴ 苗運び籠 12(F)婚礼用具 98 う ⑮ タブネ タブネ、田舟 5(G)婚礼関係用具 0 う ⑯ ドロブネ ドロ舟 1(H)厄年・年祝い用具 8 う ⑰ タウエナエヨウウンパンソリ田植苗用運搬橇 1(I)葬送用具 95 う ⑱ ケンザオ ケンザオ 1(J)忌明け・年祭用具 6 う ⑲ タウエサシ 田植えサシ 1(K)喪屋・霊 16 う ⑳ タウエヨウハバサシ 田植え用幅サシ 6(L)その他  1 う ㉑ タウエジョウギ 田植定規、ジョウギ 2１０　年中行事 181 Ｔ　年中行事 181 (A)１月 19 う ㉒ タウエナワ 田植縄 3(B)２月 2 う ㉓ チョウナワ チョナワ、丁縄 29(C)３月 0 計 101(D)４月 76 DADADADA え【その他】え【その他】え【その他】え【その他】(E)５月 1 D．農耕 A．耕作用具 え 0(F)６月 72(G)７月 0 DA合計DA合計DA合計DA合計 984984984984(H)８月 9(I)９月 0 ★同一名称の資料は同一種、形態であることを意味するものではない。(J)10月 0 ★「登録」とは資料台帳上にl記載された名称(K)11月 0(L)12月 2合計合計合計合計
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